
桃 井 地 区 地 域 づ く り 協 議 会 会 則  

 

（ 名 称 ）  

第 １ 条  本 会 は 、桃 井 地 区 地 域 づ く り 協 議 会 ( 以 下「 協 議 会 」と い う 。)

と 称 す る 。  

 

（ 目 的 ）  

第 ２ 条  協 議 会 は 、地 域 に お け る 支 え あ い や 自 主 、自 立 性 の 強 化 を 図

り な が ら 、誰 も が 安 全 に 安 心 し て 暮 ら せ る 地 域 づ く り を 進 め る こ と

を 目 的 と す る 。  

 

（ 活 動 内 容 ）  

第 ３ 条  協 議 会 は 、桃 井 地 区 を よ り 良 く す る た め に 、地 域 に 必 要 な こ

と や 地 域 に で き る こ と の 具 体 化 を 検 討 し な が ら 、地 域 課 題 の 解 決 に

向 け て 、 地 域 全 体 で 取 り 組 む こ と の で き る 事 業 を 推 進 す る 。  

 

（ 構 成 ）  

第 ４ 条  協 議 会 は 、桃 井 地 区 に 居 住 す る 者 及 び 協 議 会 の 目 的 に 賛 同 す

る 個 人 及 び 団 体 を 会 員 と し て 組 織 す る 。  

 

（ 事 務 所 ）  

第 ５ 条  本 会 の 事 務 所 は 、 会 ⾧ 宅 に 置 く 。  

 

（ 役 員 ）  

第 ６ 条  協 議 会 に 、 委 員 の 互 選 に よ り 、 次 の 役 員 を 置 く 。  

(1) 会 ⾧   １ 名  

(2) 副 会 ⾧  １ 名  

(3) 書 記     １ 名  

(4) 会 計     １ 名  

(5) 監 事   ２ 名   

(6) 連 絡 員  ２ 名   

 

（ 役 員 の 職 務 ）  

第 ７ 条  会 ⾧ は 、 会 務 を 総 理 し 、 本 会 を 代 表 す る 。  



２  副 会 ⾧ は 、会 ⾧ を 補 佐 し 、会 ⾧ に 事 故 が あ る と き 、又 は 会 ⾧ が 欠   

け た と き は 、あ ら か じ め 会 ⾧ の 指 定 し た 順 序 に よ り 、そ の 職 務 を 代

理 す る 。  

３  書 記 は 、 本 会 の 記 録 を 掌 る 。  

４  会 計 は 、 本 会 の 会 計 を 処 理 す る 。  

５  監 事 は 、 本 会 の 会 計 を 監 査 す る 。  

 

（ 総 会 ・ 会 議 ）  

第 ８ 条  総 会 は 、 年 1 回 開 催 す る 。 た だ し 、 会 ⾧ が 必 要 と 認 め た と き

は 臨 時 に 開 催 す る こ と が で き る 。  

２  本 会 の 会 議 は 、 必 要 に 応 じ 会 ⾧ が 招 集 し 、 そ の 議 ⾧ と な る 。  

３  会 議 の 議 事 そ の 他 運 営 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、会 ⾧ が 会 議 に 諮 っ

て 定 め る 。  

４  会 ⾧ は 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、委 員 以 外 の 者 に 会 議 へ の 出 席

を 求 め 、 そ の 意 見 又 は 説 明 を 聞 く こ と が で き る 。  

５  総 会 の 議 事 は 構 成 員 の 過 半 数 を 持 っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、

議 ⾧ の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

 

（ 会 ⾧ の 専 決 処 分 ）  

第 ９ 条  会 ⾧ は 、会 議 を 招 集 す る い と ま が な い と き は 、そ の 議 決 す べ

き 事 項 を 専 決 処 分 す る こ と が で き る 。  

２  会 ⾧ は 、前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 し た と き は 、こ れ を 次 の 会 議

に お い て 報 告 し 、 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 経 費 ）  

第 １ ０ 条  協 議 会 の 経 費 は 、助 成 金 、寄 付 金 、事 業 収 益 そ の 他 の 収 入

を も っ て こ れ に 充 て る 。  

 

（ 会 計 ）  

第 １ １ 条  本 会 の 会 計 年 度 は 、毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、翌 年 の ３ 月 ３

１ 日 を も っ て 終 わ る 。  

２  会 ⾧ は 、会 計 年 度 の 終 了 後 、監 事 の 監 査 を 受 け て 、協 議 会 に 会 計

を 報 告 し 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 



（ 専 門 部 会 ）  

第 １ ２ 条  本 会 則 に 規 定 す る 活 動 内 容 を 実 施 す る た め の 機 関 と し て 、

次 の 専 門 部 会 を 置 く 。  

(1)  地 域 の 交 流 を は か ろ う 部 会  

(2)  地 域 を 知 ろ う 部 会  

(3)  地 域 の 安 全 、 安 心 、 健 康 を 目 指 そ う 部 会  

２  協 議 会 の 委 員 は 、 い ず れ か の 専 門 部 会 に 所 属 す る 。  

３  各 専 門 部 会 に 、部 会 ⾧ 及 び 副 部 会 ⾧ を 置 き 、専 門 部 会 に 属 す る 委

員 の 互 選 に よ り こ れ を 定 め る 。  

 

（ 規 定 に 定 め の な い 事 項 ）  

第 １ ３ 条  こ の 会 則 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、会 ⾧ が 委 員 に 諮 っ

て 別 に 定 め る 。  

 

（ 附 則 ）  

１  こ の 会 則 は 、 平 成 ２ １ 年 ９ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  平 成 ２ １ 年 度 の 会 計 年 度 は 、第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

平 成 ２ １ 年 ９ 月 ７ 日 か ら 始 ま り 、平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 を も っ て 終

わ る も の と す る 。  

３  平 成 ２ ７ 年 ４ 月 ２ ６ 日 か ら 、第 １ ２ 条 中「 (3)  地 域 の 安 全 、安 心

を 目 指 そ う 部 会 」を「 (3)  地 域 の 安 全 、安 心 、健 康 を 目 指 そ う 部 会 」

に 改 め る 。  

４  令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ５ 日 か ら 、第 ６ 条 中「 (2)  副 会 ⾧  ２ 名 」を「 ( 2)  

副 会 ⾧  １ 名 」 に 改 め 、 「 (5)  監 事   ２ 名 」 の 次 に 「 (6)  連 絡 員  

２ 名 」 を 加 え る 。  


